
 

 

 

 

 

 

 

連日厳しい暑さが続いておりますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

水分を摂るなどして熱中症にはお気をつけ下さい。  

 

■定例総会について 

７月２７日(土)に行われた定例総会の報告をさせていただきます。今回は６名

の方が参加されました。河波代表から挨拶をいただき、議長は村田さんが務め

られました。以下の２点は、事務局より提案をさせていただいた内容です。 

 

① ２０１９年度の活動計画について 

これまで新規会員の獲得に向けて、サービス事業所見学や制度の勉強会を行

ってきました。その中で参加者から、働く場としてどのような所があるのか知

りたいとの意見が挙がったこともあり、今年度は就労継続支援事業所の見学ツ

アーを企画していこうと考えています。 

また、例年では総会の後に記念講演会を開催していましたが、準備の都合上、

１１月に行う予定です。障害者雇用についての現状や取り組みついて等、講師

をお招きしお伝えできればと考えています。見学ツアー、講演会の日程につき

ましては、詳細が決まり次第、お知らせを送付させていただきます。 

 

②会則の一部変更について 

会員の減少と高齢化に伴い、毎年決まった方が役員を担っていること、会議

等への出席が難しく代表としての職務をこなすことが難しくなってきている現

状から、以下を提案しました。 
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・会員の負担を考慮し、会の代表は置かないこととし、役員構成を運営委員、

監事、事務局とする。運営委員会の代表も置かないこととし、顧問、参与、相

談役を選任する際は、家族会総会にて推薦する。 

・本会の業務は事務局が行う。 

 

以上の報告を行い、承認をいただきました。総会での審議に関して、滞りなく

執り行うことが出来ました。ありがとうございました。 

 その他の意見として、当事者やその他家族との交流をしていきたいとの意見

も挙がりました。今後の活動内容に盛り込んでいきたいと思います。 

 

 

■懇親会について 

総会後にはレストランこもれびにて昼食を兼ねて懇親会を行いました。久し

ぶりに顔を合わせる方もおり、「会えて嬉しい。よく来てくれたね。元気にしと

った？」と互いの体調を気遣い励まし合う場面もありました。他にも、当事者

も家族も歳を重ねていく事に不安を抱えている中で、こんなことができるんじ

ゃないかと助言し合ったりする場面もありました。会話に花が咲き、あっとい

う間の時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

しらぎく会へのご意見、ご要望は… 

〒922-0424 加賀市小菅波町121番地１ 

加賀こころの病院内 しらぎく会事務局 

担当：澤村、奥田、花村まで 

 


